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自立支援医療等における利用者負担区分の見直し
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⚫ 自立支援医療等※1においては、所得に応じて1か月当たりの利用者負担の上限額を設定しており、そのうち市町村民
税非課税世帯においては、制度設計時の障害基礎年金２級の支給額（平成16年当時の支給額約795,000円/年）相当
として年収80万円以下を区分（低所得１）として設定した。

⚫ 障害基礎年金等の額については、国民年金法に基づき、前年の物価スライド等を踏まえ、毎年改定が行われている。
⚫ 令和６年度の年金額改定を踏まえ、令和７年７月から基準を見直し、年収80.9万円以下※２を区分として設定してい

る。

所得区分（医療保険の世帯単位）
自立支援医療の
自己負担上限月額

療養介護医療等※5の
自己負担上限月額

低所得２
市町村民税非課税
（低所得１を除く）

5,000円 24,600円

低所得１
市町村民税非課税

（本人又は障害児の保護者の年収80万９千円以下）
2,500円 15,000円

（参考）現行の市町村民税非課税世帯における所得区分と自己負担上限額

⚫ 令和７年の障害基礎年金２級の支給額が約826,500円/年※3となり、80万９千円を超えた
ことから、低所得１の所得区分の基準である年収80万９千円以下を見直し、障害基礎年金
２級を受給する低所得１の者の自己負担額が変わらないよう措置することとし、所得区分
認定において令和７年の年収を用いる令和８年７月から施行する。
（令和８年７-12月に自立支援医療等があった場合、年収約826,500円以下を基準として用いる※４）

※１ 障害者総合支援法で定める自立支援医療及び療養介護医療並びに児童福祉法に定める肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療
※２ 自立支援医療等のあった月が1-6月の場合は前々年、7-12月の場合は前年の公的年金等の収入金額、合計所得金額等の合計額が80万９千円以下
※３ 令和７年1-4月は令和６年度の年金額、5-12月は令和７年度の年金額で支給された額を合計した額
※４ 令和９年以降は前年（自立支援医療等のあった月が1-6月の場合は前々年）に支給された年金額を※３と同様に計算した額を基準として用いる
※５ 療養介護医療、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療
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自立支援医療制度の概要

根 拠 法 ： 障害者総合支援法

概 要 ： 障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療（保険
診療に限る。）について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度

※ 所得に応じ１月あたりの自己負担上限額を設定（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
※ 保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分（３割）と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給

実 施 主 体 ： 【更生医療・育成医療】 市町村 【精神通院医療】 都道府県・指定都市

負 担 割 合 ： 【更生医療・育成医療】 国 1/2，都道府県1/4，市町村1/4 【精神通院医療】 国1/2，都道府県・指定都市1/2

支給決定件数 ： 【更生医療】  293,785件 【育成医療】 12,682件 【精神通院医療】 2,592,367件 ※令和５年度

更 生 医 療 ： 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果
が期待できる者（18歳以上）

育 成 医 療 ： 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児のうち、障害に係る医療を行わないときは将来において身体障害者
福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、手術等により確実な治療の効果が期待できる者
（18歳未満）

精神通院医療 ： 精神保健福祉法第５条に規定する精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的
に要する者

根拠法及び概要

対 象 者

（精神通院医療）
精神科専門療法
訪問看護

（更生医療・育成医療）
肢体 不自由 ･･･ 関節拘縮 → 人工関節置換術 言語障害 ･･･ 口蓋裂 → 形成術 
視 覚 障 害 ･･･ 白内障 → 水晶体摘出術 免疫機能障害 ･･･ 抗HIV療法

聴 覚 障 害 ･･･ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ･･･ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術

腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析 肝臓機能障害 → 肝移植

＜先天性内臓障害＞ 鎖肛 →  人工肛門の造設 ※ 育成医療のみ

対象となる医療の例



「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等から対象となる者

[更生・育成 ]  腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害 (心臓移植後の抗免疫療法に限る ) ・肝臓の機能障害 (肝臓移植後の抗免疫療法に限る )の者
[精神通院 ]    ①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）の者

②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
    [更生・育成・精神通院 ]  医療保険の多数回該当の者

負担上限月額の経過的特例措置 ※上記の太枠部分

育成医療の中間所得１，２及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和９年３月３１日までの経過的特例措置

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中 間 所得 ２

中 間 所得 １

低 所 得 ２

低 所 得 １

生 活 保 護

① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担上限額を設定。（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。

市町村民税非課税（低所得１を除く）

市町村民税非課税（本人又は障害児の保護者の年収80.9万円以下)

生活保護世帯

市町村民税所得割 33,000円未満（年収約290～400万円未満）

市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満（年収：約400～833万円
未満）

市町村民税所得割 235,000円以上（年収約833万円以上）

０円

２，５００円

５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円

２０，０００円対 象 外 対 象 外

更生医療・
精神通院医療

育成医療 重度かつ継続

総医療費の１割
又は高額療養費
（医療保険）の
自己負担限度額

所得区分（医療保険の世帯単位）

【自己負担上限月額】

医療保険（７割）
自立支援医療費

（月額医療費－医療保険－患者負担）
患者負担

（１割又は負担上限額）

【月額医療費の負担イメージ】 ＊医療保険加入者（生活保護世帯を除く）

＊年収については、夫婦＋障害者である子の３人世帯の粗い試算



医療保険 国

都
道
府
県

市
町
村

自
己
負
担

【医療費の内訳】

７割 公費２割相当 １割相当（※）

医療保険：７割、自己負担：１割相当（※負担上限あり）
差額２割相当は、国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

※負担上限月額
自己負担額については、本人の所得区分により、以下のとおり。

Ａ 一般（Ｂ、Ｃ、Ｄ以外の者） 40,200円

Ｂ 低所得２（住民税非課税でＣ以外） 24,600円

Ｃ 低所得１（住民税非課税で収入80.9万円以下） 15,000円

Ｄ 生活保護世帯 0円

○ 療養介護医療費の一般的な負担イメージ

サービスの内容 予 算

療養介護（福祉サービス） ・機能訓練、療養上の管理、看護 等 障害者自立支援給付費負担金

療養介護医療費
・（福祉サービスと一体的に提供される）
疾病治療、健康管理、服薬管理 等

障害者医療費負担金

○ 療養介護を利用する障害者に対する医療費

療養介護医療費について
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医療保険 国

都
道
府
県

市
町
村

自
己
負
担

【医療費の内訳】

７割 公費２割相当 １割相当（※）

医療保険：７割、自己負担：１割相当（※負担上限あり）
差額２割相当は、国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

Ａ 一般（Ｂ、Ｃ、Ｄ以外の者） 40,200円

Ｂ 低所得２（住民税非課税でＣ以外） 24,600円

Ｃ 低所得１（住民税非課税で収入80.9万円以下） 15,000円

Ｄ 生活保護世帯 0円

○ 肢体不自由児通所医療費・障害児入所医療費の一般的な負担イメージ

サービスの内容 予 算

児童発達支援（児童発達支援セ
ンターで行われるものに限る）

・日常生活における基本的な動作及び知識技
能の習得のための支援 等

障害児施設給付費等国庫負担金

肢体不自由児通所医療 ・（児童発達支援と一体的に提供される）治療 障害児施設医療費国庫負担金

障害児入所支援（病院等で行わ
れるものに限る）

・日常生活における基本的な動作及び独立自
活に必要な知識技能の習得のための支援 等

障害児施設給付費等国庫負担金

障害児入所医療 ・（障害児入所支援と一体的に提供される）治療 障害児施設医療費国庫負担金

○ 児童発達支援を利用する障害児及び障害児入所支援を利用する障害児に対する医療費

肢体不自由児通所医療費・障害児入所医療費について
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※負担上限月額
自己負担額については、障害児の保護者の所得区分により、以下のとおり。
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